
◇

◇
◇

すでに所有又は借り入れている農用地を効率的
に耕作していること
農作業に常時従事すること（年間150日程度）
法人の場合は、農業生産法人であること

◇ 市の基本構想に定めた要件を満たす担い手（認
定農業者等）

◇

◇
◇
◇

すでに所有又は借り入れている農用地を効率的
に耕作していること
農作業に常時従事すること（年間150日程度）
法人の場合は、農業生産法人であること
上の要件を満たさない法人は、次の条件を付すこ
と
　* 農地を適切に利用していない場合は、権利を
　　 解除すること
　* 毎年、農地の利用状況を市に報告すること
　* 他の農業者との適切な役割分担を行うこと
　* 業務執行役員１人以上が農業に常時従事
　　すること

◇ 賃貸借の場合、基本的に貸借期間が終了しても
契約は解除されず、法定更新される

◇ 賃貸借、使用貸借どちらでも契約可能だが、賃
貸借の場合は金納のみ

◇ 新規就農者でも権利の設定が可能

貸
し
手

◆ 農地としての価値を下げることなく、生産性の高
い農業者に効率的に利用される

◆
◆

◆

返還時期や賃料等のトラブルを防げる
一定の条件を満たす場合「協力金」が支給され
る
貸借期間は自動更新ではないので、期間が終
了すれば必ず農地が返還される

◆

◆
◆

貸借期間は自動更新ではないので、期間が終了
すれば必ず農地が返還される
再設定（更新）により継続して貸すことも可能
貸借期間内でも借り手の同意が得られれば解約
が可能

借
り
手

◆
◆

耕作計画が立てやすい
賃貸借の場合、原則として借主（耕作者）の権利
が守られる

◆
◆

◆

返還時期や賃料等のトラブルを防げる
相続等により農地の所有者が変更された場合で
も中間管理機構が諸手続を行う
複数の所有者から農地を借りる場合でも、契約
と賃借料の支払いは中間管理機構１か所だけ
で済む

◆

◆

◆

農地法の許可（登記事項証明書等の書類添付）
が必要ない
新規就農者でも設定可能（１作以上の研修は必
要）
賃料を物納（収穫した米等）に設定することができ
る

●

●

登記事項証明書等、必要書類を整える必要が
ある
解約の際、内容により知事の許可が必要な場合
がある

● 貸し手・借り手それぞれに手数料（賃借料の1％
+消費税）がかかる

●

●

利用権を設定する農地において権利関係者が複
数いる場合は、全員の同意が必要
次の方が農地を貸す場合は、事前に農業委員会
へ相談が必要
　* 農業者経営移譲年金を受給している
　* 相続税及び贈与税の納税猶予の特例を受け
     ている、受けようと考えている

注 意 点

対象農地 すべての農地 農業振興地域内の農用地　（一帯として貸借する場合は一部例外あり）

借り手の
要件

特　　徴

メリット

共通事項

＜賃 貸 借＞ 有償

＜使用貸借＞ 無償

農地法第３条

農用地利用集積計画
（農業経営基盤強化促進法における利用権設定等促進事業）

農地バンク事業
（農地中間管理事業の推進に関する法律）

相　　対

概　　要

耕作する権利の設定について農業委員会の許可に
より、法律上の効果を発生させる

農林水産省が各県ごとに配置している「農地中間管
理機構」が、農地を「貸したい」人と「借りたい」人の
仲介をする

地域の中核的担い手となる農業者の育成・確保及び
経営改善を図る目的で、市が主体となって地域の集
団的土地利用や農作業の効率化を促進する

耕作

する人

土地の所有者

土地の

所有者 耕作する人
直接やり取りし、賃料や

貸借期間等条件を決定

決定した内容を

市に提出

賃料の支払い等

いずれも農業委員会の決定を経て公告後、利用権の効果発生

土地の

所有者 耕作する人
①内容の合意

農業委員会

②申請書提

③許可書交付


